

高知県漁業経営改善計画事務処理要領の一部改正新旧対照表
	新
	旧

	第１～３　略
第４　改善計画の作成・申請
１（１）～（４）　略
　　（５）　改善計画の記載事項は下記のとおりとし、別記１記載上の留意事項に従って必要事項を記載するものとする。
　　　　　ア～エ　略
（６）　略
２　略
第５　改善計画の認定等
１、２　略
　３　改善計画の認定取消
　　（１）　知事は、改善計画の遂行に著しい支障が生じており改善計画に基づく漁業経営の改善のための措置（漁業に関する法令の遵守、自主的な資源管理又は漁場改善の取組など改善指針に照らして適切にとるべき措置を含む。）が実施されていないなど、経営改善漁業者が改善計画に従って漁業経営の改善のための措置を行っていないと認めるときは認定を取り消すことができる。
　　　　　 なお、別記２漁業経営改善計画の認定取消し基準に合致するとして施行令第３条第３項の規定に基づき改善計画の認定が取り消された場合、当初予定していた改善計画期間中は新たな改善計画の認定を受けることができないものとする。
　　（２）～（７）　略
第６、７　略
第８　実施状況の報告
１　経営改善漁業者は、認定を受けてから２度目の事業年度終了日及び計画の最終事業年度終了日から起算して３月以内に、改善計画の実施状況に関する報告（様式第３号）を知事に提出するものとする。
上記の報告の際、自主的な資源管理又は漁場改善の取組の履行確認に必要な書面等（資源管理協議会若しくは漁協が発行する履行確認証明書又は知事が適当と認めるもの）を添えるものとする。
また、上記の報告のほか、経営改善漁業者は、以下の①から③までのいずれかに該当することとなった場合には、様式第４号により、その旨を知事に処分が確定した日から30日以内に報告するものとする。


①　漁業に関する法令の違反により、刑に処せられた又は行政処分を受けた場合
②　資源管理協議会により、資源管理協定の履行が確認されなかった場合
  ③　実施している漁場改善計画に関し、持続的養殖生産確保法第５条第２項に基づく認定漁場改善計画の履行が確認されなかった場合
２　略

附　則
この要領は、令和８年６月29日から施行する。
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様式第３号記載要領

（記載要領）
１　略
２　（１）、（２）　略
　　（３）　別紙３から別紙７までについては、表に各年度の実績等を記入すること。また、別紙３及び別紙４については、経営向上の程度を示す指標の２年目時点での現状値を踏まえ、今後の方針を表下部に記載し、別紙５及び別紙６については、表下部の選択肢から経営向上の程度を示す指標の伸び率が目標伸び率以上又は未満となった要因を選択し、それぞれその要因の詳細を記載すること。

（４）　略
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	第１～３　略
第４　改善計画の作成・申請
[bookmark: _GoBack]１（１）～（４）　略
　　（５）　改善計画の記載事項は下記のとおりとし、別記記載上の留意事項に従って必要事項を記載するものとする。
　　　　　ア～エ　略
（６）　略
２　略
第５　改善計画の認定等
１、２　略
　３　改善計画の認定取消
　　（１）　知事は、改善計画の遂行に著しい支障が生じており改善計画に基づく漁業経営の改善のための措置（漁業に関する法令の遵守、自主的な資源管理又は漁場改善の取組など改善指針に照らして適切にとるべき措置を含む。）が実施されていないなど、経営改善漁業者が改善計画に従って漁業経営の改善のための措置を行っていないと認めるときは認定を取り消すことができる。
　　　　　 なお、漁業に関する法令に違反して改善計画の認定を取り消された場合、当初予定していた改善計画期間中は新たな改善計画の認定を受けることができないものとする。

　　（２）～（７）　略
第６、７　略
第８　実施状況の報告
１　経営改善漁業者は、認定を受けてから２度目の事業年度終了日及び計画の最終事業年度終了日から起算して３月以内に、改善計画の実施状況に関する報告（様式第３号）を知事に提出するものとする。
上記の報告の際、自主的な資源管理又は漁場改善の取組の履行確認に必要な書面等（資源管理協議会若しくは漁協が発行する履行確認証明書又は知事が適当と認めるもの）を添えるものとする。
また、上記の報告のほか、経営改善漁業者は、以下の①から③までのいずれかに該当することとなった場合には、様式第４号により、その旨を知事に処分が確定した日から30日以内に報告するものとする。
なお、処分が確定した日から30日以内に様式第４号による報告が提出されなかった場合、知事は改善計画の認定を取り消すことができるものとする。
①　漁業に関する法令の違反により、司法処分又は行政処分を受けた場合
②　資源管理協議会により、資源管理協定の履行が確認されなかった場合
  ③ 実施している漁場改善計画に関し、持続的養殖生産確保法第５条第２項に基づく認定漁場改善計画の取消しを受けた場合
２　略

附　則
（新設）
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様式第３号記載要領

（記載要領）
１　略
２　（１）、（２）　略
　　（３）　別紙３から別紙７までについては、表に各年度の実績等を記入すること。また、表下部のアからエまでの中から計画額や目標値を達成できなかった原因を選択するとともに、その下に原因の詳細を記載すること。




（４）　略
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別記２

漁業経営改善計画の認定取消し基準

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令（昭和51年政令第132

号）第３条第３項の規定に基づき知事が行う改善計画（漁業経営の改善及び再建整

備に関する特別措置法（昭和51年法律第43号）第４条第１項に規定する改善計画

をいう。以下同じ。）の取消しに係る処分基準については、高知県漁業経営改善計

画事務処理要領(以下、「要領」という。)に定めるもののほか、次のとおりとす

る。

改善計画に基づく漁業経営の改善のための措置のうち、漁業に関する法令の違反

等の取扱いについて

改善計画の認定後の、改善計画の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等（以下

「経営改善漁業者」という。）が営む漁業における、当該計画期間中の漁業に関す

る法令（漁業法（昭和24年法律第267号）、水産資源保護法（昭和26年法律第31

3号）、臘虎膃肭獣猟獲取締法（明治45年法律第21号）、持続的養殖生産確保法

（平成11年法律第51号。以下「持続法」という。）、内水面漁業の振興に関する

法律（平成26年法律第103号）及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関す

る法律（令和２年法律第79号）並びにこれらの法律に基づく命令をいう。以下同

じ。）の違反及び自主的な資源管理又は漁場改善の取組の不履行（以下「漁業に関

する法令の違反等」という。）それぞれについて、次の各号により点数を付し、当

該計画期間中の漁業に関する法令の違反等に係る点数の合計が３点以上となった場

合は、改善計画の認定を取り消すことができるものとする。

（１）経営改善漁業者が漁業に関する法令の違反により、拘禁刑以上の刑又は100万

円超の罰金刑に処せられた（法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人、その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して漁業に関する法

令に違反する行為により拘禁刑以上の刑に処せられた場合において、その法人又

は人が罰金刑に処せられたときを含む。）ことが判明した場合は、３点を付す。

（２）（１）に該当する場合を除き、経営改善漁業者が漁業に関する法令の違反によ

り、刑に処せられたこと又は行政庁から処分（漁業法第28条に基づく処分を除

く。）を受けたことが判明した場合は、その処分及び違反の内容に応じて２点又

は１点を付す。
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（別紙３）

５　損　　益　　状　　況

漁　業　者　名

（単位：千円）

番 １年目 １年目 ２年目 ２年目

号 計　画 実　績 計　画 実　績

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

　経営向上の程度を示す指標（別紙１　２－１）の２年目時点での現状値を踏まえ、今後の方針を

 

以下に記載すること。

 

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外損益

経常利益

   人件費

   減価償却費

   従業員数

付加生産額

従業員一人当たりの付

加生産額

減価償却前利益

従業員一人当たりの減

価償却前利益

項目 基準年
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（別紙４）

５　損　　益　　状　　況

漁業協同組合等の名称

（単位：千円）

番 １年目 １年目 ２年目 ２年目

号 計　画 実　績 計　画 実　績

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

　経営向上の程度を示す指標（別紙１　２－１）の２年目時点での現状値を踏まえ、今後の方針を

 

以下に記載すること。

 

取扱高

事業総利益

事業管理費

事業利益

事業外収益

事業外費用

経常利益

特別損益

税引前当期利益

法人税等充当額

税引後当期剰余金

前期繰越剰余金

当期未処分剰余金

項目 基準年
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（別紙５）

５　損　　益　　状　　況

漁　業　者　名

（単位：千円）

番 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

号 実　績 実　績 実　績 実　績 実　績

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

　経営向上の程度を示す指標（別紙１の２－１）の伸び率が目標伸び率以上又は未満となった要因を

 

以下の１．若しくは３．から２つまで選択し、その詳細を以下の２．若しくは４．に記載すること。

 

　「その他」を選択した場合は、（）内に要因を簡潔に記載すること。

 

 １．目標伸び率以上となった要因

 

　　ア：水産資源の状況が良好で、漁獲量・水揚量が増加

 

　　イ：漁船等の設備投資による効率化や経費削減効果

 

　　ウ：市場価格の上昇、高付加価値化等による単価の向上

 

　　エ：人員確保による作業効率化等

 

　　オ：その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

 

　２．目標伸び率以上となった要因の詳細

 

　３．目標伸び率未満となった要因

 

　　ア：水産資源の状況が悪化し、漁獲量・水揚量が減少

 

　　イ：燃油費や修繕費、人件費等の操業コストの増加

 

　　ウ：魚価の低迷

 

　　エ：人手不足による操業機会の損失・作業効率の低下等

 

　　オ：自然災害・悪天候・国際情勢等

 

　　カ：その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

 

　４．目標伸び率未満となった要因の詳細

 

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外損益

経常利益

   人件費

   減価償却費

   従業員数

付加生産額

従業員一人当たりの付

加生産額

減価償却前利益

従業員一人当たりの減

価償却前利益

項目 基準年
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（別紙６）

５　損　　益　　状　　況

漁業協同組合等の名称

（単位：千円）

番 基準年 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

号 実　績 実　績 実　績 実　績 実　績

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

　経営向上の程度を示す指標（別紙１の２－１）の伸び率が目標伸び率以上又は未満となった要因を

 

以下の１．若しくは３．から２つまで選択し、その詳細を以下の２．若しくは４．に記載すること。

 

　「その他」を選択した場合は、（）内に要因を簡潔に記載すること。

 

 １．目標伸び率以上となった要因

 

　　ア：水産資源の状況が良好で、漁獲量・水揚量が増加

 

　　イ：漁船等の設備投資による効率化や経費削減効果

 

　　ウ：市場価格の上昇、高付加価値化等による単価の向上

 

　　エ：人員確保による作業効率化等

 

　　オ：その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

 

　２．目標伸び率以上となった要因の詳細

 

　３．目標伸び率未満となった要因

 

　　ア：水産資源の状況が悪化し、漁獲量・水揚量が減少

 

　　イ：燃油費や修繕費、人件費等の操業コストの増加

 

　　ウ：魚価の低迷

 

　　エ：人手不足による操業機会の損失・作業効率の低下等

 

　　オ：自然災害・悪天候・国際情勢等

 

　　カ：その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

 

　４．目標伸び率未満となった要因の詳細

 

取扱高

事業総利益

事業管理費

事業利益

事業外収益

事業外費用

経常利益

特別損益

税引前当期利益

法人税等充当額

税引後当期剰余金

前期繰越剰余金

当期未処分剰余金

項目


image7.emf
（様式第４号）

　　年　　月　　日

住所

名称及び代表者の氏名

（個人の場合は氏名）

（備考）該当する箇所にレ印を付け、必要事項を記載すること。

改善計画の実施状況のうち漁業に関する法令の違反による処分等に関する報告

高知県知事　　　　　　　　　　　　　様

　　年　　月　　日付けで認定を受けた改善計画の実施状況について、下記の事案が発生したので、報

告します。

記

　　□　漁業に関する法令の違反により、刑に処せられた

 

又は行政処分を受けた

　　□　資源管理協議会により資源管理協定の履行が確認されなかった

　　□　漁場改善計画に関し、持続的養殖生産確保法第５条第２項に基づく

　　　　 認定漁場改善計画の履

 

行が確認されなかった

 

処分等の概要


image8.emf
別記

記載上の留意事項

申請者は、様式第１号の記載要領によるほか、以下の記載上の留意事項に従って、

改善計画の必要事項を記載すること。

１別紙１及び別紙２について

別紙１の「営む漁業の概要」の欄については、申請者の営む漁業種類、対象と (1)

する魚種、漁業種類ごとの漁船総トン数（兼業の場合その旨記載）等を記載す

る。なお、共同で改善計画を作成する場合は、個別経営体ごとに記載した書面を

添付すること。

別紙２の「構成員の営む漁業の概要」の欄については、業種の名称及び漁業の (2)

概要を記載すること。漁業の概要については、①構成員の経営の現状、②経営体

数、③従業員数、④漁獲量及び漁獲金額、⑤資源の状況、⑥資源利用の適正化へ

の取組状況、⑦国際規制等、⑧労働力事情（労働環境等の状況を含む）、⑨魚価

及び取引・流通形態、⑩経営体の規模別分布、⑪他業種漁船導入状況、⑫漁船の

兼業化状況、⑬その他についてできるだけ記載した書面を添付すること。

別紙１又は別紙２の「漁業経営の改善の目標」の欄については、計数を盛り込 (3)

むなどの工夫をして具体的に記載すること。

別紙２の「構成員の漁業経営の改善を推進する必要性」の欄については、①漁 (4)

協等がその構成員のために漁業経営の改善を推進するための措置を実施する必要

性、②漁協等が事業実施主体となって施設整備等を行う必要性等について記載す

ること。

漁協等が漁業者と共同で改善計画を作成する場合は、別紙２の「構成員の漁業 (5)

経営の改善に与える効果」の欄に、漁協等が改善計画を実施することによる漁業

者の経営向上への効果の見通しを記載するとともに、「経営の向上の程度を示す

指標」の欄に共同で改善計画を作成する漁業者についての数値を記載すること。

漁協等が単独で改善計画を作成する場合は、別紙２の「構成員の漁業経営の改 (6)

善に与える効果」の欄に、漁協等が改善計画を実施することによる構成員の漁業

経営の向上への効果の見通しを記載し、「経営の向上の程度を示す指標」の欄に

は記載しないこと。

別紙１又は２の「経営の向上の程度を示す指標」の「現状」の欄については、 (7)

別紙４の「直近期末」の欄の数値を記載すること。

ただし、用いようとする指標について年による変動が著しく大きいと認められ

る漁業者にあっては、県とも相談の上、用いようとする指標の過去５カ年の実績
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漁業経営改善計画の認定取消し基準

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令（昭和51年政令第132

号）第３条第３項の規定に基づき知事が行う改善計画（漁業経営の改善及び再建整

備に関する特別措置法（昭和51年法律第43号）第４条第１項に規定する改善計画

をいう。以下同じ。）の取消しに係る処分基準については、高知県漁業経営改善計

画事務処理要領(以下、「要領」という。)に定めるもののほか、次のとおりとす

る。

改善計画に基づく漁業経営の改善のための措置のうち、漁業に関する法令の違反

等の取扱いについて

改善計画の認定後の、改善計画の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等（以下

「経営改善漁業者」という。）が営む漁業における、当該計画期間中の漁業に関す

る法令（漁業法（昭和24年法律第267号）、水産資源保護法（昭和26年法律第31

3号）、臘虎膃肭獣猟獲取締法（明治45年法律第21号）、持続的養殖生産確保法

（平成11年法律第51号。以下「持続法」という。）、内水面漁業の振興に関する

法律（平成26年法律第103号）及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関す

る法律（令和２年法律第79号）並びにこれらの法律に基づく命令をいう。以下同

じ。）の違反及び自主的な資源管理又は漁場改善の取組の不履行（以下「漁業に関

する法令の違反等」という。）それぞれについて、次の各号により点数を付し、当

該計画期間中の漁業に関する法令の違反等に係る点数の合計が３点以上となった場

合は、改善計画の認定を取り消すことができるものとする。

（１）経営改善漁業者が漁業に関する法令の違反により、拘禁刑以上の刑又は100万

円超の罰金刑に処せられた（法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人、その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して漁業に関する法

令に違反する行為により拘禁刑以上の刑に処せられた場合において、その法人又

は人が罰金刑に処せられたときを含む。）ことが判明した場合は、３点を付す。

（２）（１）に該当する場合を除き、経営改善漁業者が漁業に関する法令の違反によ

り、刑に処せられたこと又は行政庁から処分（漁業法第28条に基づく処分を除

く。）を受けたことが判明した場合は、その処分及び違反の内容に応じて２点又

は１点を付す。
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（別紙３）

５　損　　益　　状　　況

漁　業　者　名

（単位：千円）

番 １年目 １年目 ２年目 ２年目

号 計　画 実　績 計　画 実　績

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

　実績額が計画額未満になった漁業者は、その原因を以下のアからエまでの中から選択する

 

こと。（複数選択可）

 

　　ア：不漁のため。

 

　　イ：災害や天候のため。

 

　　ウ：設備等の投資により支出額が大きかったため。

 

　　エ：その他

 

　＜原因の詳細＞

 

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外損益

経常利益

   人件費

   減価償却費

   従業員数

付加生産額

従業員一人当たりの付

加生産額

減価償却前利益

従業員一人当たりの減

価償却前利益

項目 基準年


image11.emf
（別紙４）

５　損　　益　　状　　況

漁業協同組合等の名称

（単位：千円）

番 １年目 １年目 ２年目 ２年目

号 計　画 実　績 計　画 実　績

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

　実績額が計画額未満になった漁業協同組合等は、その原因を以下のアからエまでの中から選

 

択すること。（複数選択可）

 

　　ア：不漁のため。

 

　　イ：災害や天候のため。

 

　　ウ：設備等の投資により支出額が大きかったため。

 

　　エ：その他

 

　＜原因の詳細＞

 

取扱高

事業総利益

事業管理費

事業利益

事業外収益

事業外費用

経常利益

特別損益

税引前当期利益

法人税等充当額

税引後当期剰余金

前期繰越剰余金

当期未処分剰余金

項目 基準年
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（別紙５）

５　損　　益　　状　　況

漁　業　者　名

（単位：千円）

番 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

号 実　績 実　績 実　績 実　績 実　績

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

　改善計画最終年度の実績額が目標値未満になった漁業者は、その原因を以下のアからエまでの中

 

から選択すること。（複数選択可）

 

　　ア：不漁のため。

 

　　イ：災害や天候のため。

 

　　ウ：病気やけがのため。

 

　　エ：その他

 

　＜原因の詳細＞

 

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外損益

経常利益

   人件費

   減価償却費

   従業員数

付加生産額

従業員一人当たりの付

加生産額

減価償却前利益

従業員一人当たりの減

価償却前利益

項目 基準年
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（別紙６）

５　損　　益　　状　　況

漁業協同組合等の名称

（単位：千円）

番 基準年 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

号 実　績 実　績 実　績 実　績 実　績

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

　改善計画最終年度の実績額が目標値未満になった漁業協同組合等は、その原因を以下のアから

 

エまでの中から選択すること。（複数選択可）

 

　　ア：不漁のため。

 

　　イ：災害や天候のため。

 

　　ウ：病気やけがのため。

 

　　エ：その他

 

　＜原因の詳細＞

 

取扱高

事業総利益

事業管理費

事業利益

事業外収益

事業外費用

経常利益

特別損益

税引前当期利益

法人税等充当額

税引後当期剰余金

前期繰越剰余金

当期未処分剰余金

項目
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（様式第４号）

　　年　　月　　日

住所

名称及び代表者の氏名

（個人の場合は氏名）

（備考）該当する箇所にレ印を付け、必要事項を記載すること。

改善計画の実施状況のうち漁業に関する法令の違反による処分等に関する報告

高知県知事　　　　　　　　　　　　　様

　　年　　月　　日付けで認定を受けた改善計画の実施状況について、下記の事案が発生したので、報

告します。

記

　　□　漁業に関する法令の違反により、司

 

法処分

 

又は行政処分を受けた

　　□　資源管理協議会により資源管理協定の履行が確認されなかった

　　□　漁場改善計画に関し、持続的養殖生産確保法第５条第２項に基づく

　　　　 認定漁場改善計画の取

 

消しを受けた

 

処分等の概要
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１ 別記

記載上の留意事項

申請者は、様式第１号の記載要領によるほか、以下の記載上の留意事項に従って、

改善計画の必要事項を記載すること。

１別紙１及び別紙２について

別紙１の「営む漁業の概要」の欄については、申請者の営む漁業種類、対象と (1)

する魚種、漁業種類ごとの漁船総トン数（兼業の場合その旨記載）等を記載す

る。なお、共同で改善計画を作成する場合は、個別経営体ごとに記載した書面を

添付すること。

別紙２の「構成員の営む漁業の概要」の欄については、業種の名称及び漁業の (2)

概要を記載すること。漁業の概要については、①構成員の経営の現状、②経営体

数、③従業員数、④漁獲量及び漁獲金額、⑤資源の状況、⑥資源利用の適正化へ

の取組状況、⑦国際規制等、⑧労働力事情（労働環境等の状況を含む）、⑨魚価

及び取引・流通形態、⑩経営体の規模別分布、⑪他業種漁船導入状況、⑫漁船の

兼業化状況、⑬その他についてできるだけ記載した書面を添付すること。

別紙１又は別紙２の「漁業経営の改善の目標」の欄については、計数を盛り込 (3)

むなどの工夫をして具体的に記載すること。

別紙２の「構成員の漁業経営の改善を推進する必要性」の欄については、①漁 (4)

協等がその構成員のために漁業経営の改善を推進するための措置を実施する必要

性、②漁協等が事業実施主体となって施設整備等を行う必要性等について記載す

ること。

漁協等が漁業者と共同で改善計画を作成する場合は、別紙２の「構成員の漁業 (5)

経営の改善に与える効果」の欄に、漁協等が改善計画を実施することによる漁業

者の経営向上への効果の見通しを記載するとともに、「経営の向上の程度を示す

指標」の欄に共同で改善計画を作成する漁業者についての数値を記載すること。

漁協等が単独で改善計画を作成する場合は、別紙２の「構成員の漁業経営の改 (6)

善に与える効果」の欄に、漁協等が改善計画を実施することによる構成員の漁業

経営の向上への効果の見通しを記載し、「経営の向上の程度を示す指標」の欄に

は記載しないこと。

別紙１又は２の「経営の向上の程度を示す指標」の「現状」の欄については、 (7)

別紙４の「直近期末」の欄の数値を記載すること。

ただし、用いようとする指標について年による変動が著しく大きいと認められ

る漁業者にあっては、県とも相談の上、用いようとする指標の過去５カ年の実績


